
構造改革特別区域計画 

 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

   長野県 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

   長野県農業大学校ガイダンス特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

   長野県の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

近年の長野県の新規就農者数は年間１５０人程度まで減少している。また、

今後、農業従事者の主体となっている５０歳から７０歳代の多くが、高齢化

に伴い順次リタイアしていくものと見込まれることから、長野県農業を担う

想像力と知恵に富んだ若い就農者を早急に確保し、世代交代を円滑に進める

ことが重要な課題となっている。 

このため長野県では、「2010年長野県農業長期ビジョン」を策定し、新規

学卒就農やＵターン就農、県内外からの新規参入や農業法人への就職も含め、

幅広く就農者を確保するとともに、農業を支える意欲ある農業経営者の育成

に努力している。 

長野県農業大学校は、「2010年長野県農業長期ビジョン」に位置付けられ

た就農者の確保の目標を達成するため、長野県が設置している大学校であり、

就農又は農業指導者を目指す多くの学生が在籍している。 

卒業生の多くは、大学校卒業後は農業経営者として自立することを目指し

ているが、農業経営者としての経験不足や資金的な問題から、卒業時点では

一時的に農業関係企業等に就職し、農業の現状を見極めるとともに、企業に

おいて経営感覚や技術、人脈を育成する場合が近年増えている。 

また、最近では農業法人も増えており、法人に就職することによる就農と

いう形態も増えることが予想される。 

 

 

 



５ 構造改革特別区域計画の意義 

 平成１３年度長野県農業大学校卒業者は１３０名であり、この卒業生の中

に進路が決まらなかった者が１５名いる。この１５名は就職を希望していた

が長引く不況のため求人数が減少していることもあり、最後まで就職先が決

まらなかった者である。 

これまで農業大学校では、学生に対する就職あっせんができないため、就

職を希望する学生は自ら職業安定所に出向き就職先を見つけるという方法

がとられてきた。しかしこの方法は他の高校や大学に比べても大変非効率で

あり、農業大学校卒業者の就職率の低下を招くとともに、大学校の魅力を失

わせ、入学者減少の原因にもなっている。 

農業大学校における職業紹介特区を実施することにより、これまでに比べ

就職あっせんが効率的に実施され、農業法人への就職が増加するとともに、

農業関係企業等への就職により、将来の就農者や農業指導者の増加が期待で

きる。 

また、就職率が上がることにより農業大学校の魅力が増え、入学者の増加

が期待でき、将来的には就農者の増加につながる。 

この特区事業により、長野県の就農者が増加した場合、全国の農業大学校

においても同様の事業が実施されることが予想され、全国の就農者が増加す

ることになる。全国的な就農者の増加は、食料の安定供給、食料自給率の向

上、安全・安心な農産物を国民に提供することになる。 

このことは、現在の日本農業が抱える課題に対する解決の糸口となるもの

であるとともに、農業分野における構造改革につながるものである。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

農業・農村では、農家の多様化と農業従事者の減少・高齢化が進み、農業

生産力の低下、遊休荒廃地の増加などの課題が生じている。しかし、野菜や

果樹の主生産地では、生産性の高い農業が展開され、稲作、花き、きのこ、

畜産の一部では農事組合法人や有限会社よる企業的な経営が育っている。一

方、基幹的農業従事者のうち高齢者が占める割合が高くなっており、後継者

のいない農家も多く、農業経営の規模縮小や廃止などがこれまで以上に進む

ことが予想され、食料自給率の低下や食の安全性が懸念される状況である。 

このため、地域農業を担う農業後継者の育成、自営又は農業法人における



新規就農者の育成が急務となっている。 

この計画では、農業大学校における効果的な就職あっせんを実施し、卒業

生の進路の安定を図ることにより、将来の長野県農業を担う就農者の確保・

育成を目標とする。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的や社会的

効果 

(1)農業大学校では、卒業者中１０％程度を占める就職未決定者を、限りな

く０％に近づけることにより、農業法人及び農業関連企業への就職率の

向上を図ることができ、農業関連産業の活性化が図られる。 

(2)農業大学校は、少子化の影響などから定員の充足率が７０％となってい

る。就職率が向上することにより大学校の魅力が増加し、入学生が増え

定員充足率の向上が図られる。 

(3)日本の食料自給率は先進国の中でも特に低い水準となっている。また、

将来における食料の安定的な輸入が必ずしも楽観を許さない状況にある

ことから、今後とも食料を安定的に供給することが必要である。就農者

の増加は農産物の生産量の拡大につながり、食料の安定供給が図られる。 

(4)農業従事者の減少により、中山間地域では不作付地や耕作放棄地が増加

しており、県全体での耕作利用率も減少する傾向にある。新規就農者の

増加により長期的視点に立った秩序ある土地利用調整を進めることがで

き、農業の持つ重要な役割である水源涵養機能、大気浄化機能も促進さ

れ自然環境の保全につながる。 

(5)農村における過疎化や高齢化の進行は、農村の集落機能の低下を招いて

いる。新規就農者が増加することにより農業などの地域産業の振興が図

られ、若者の定住条件など農村の環境整備が進み、過疎化対策となる。 

 

 

８ 特定事業の名称 

   農業者研修教育施設の長による無料職業紹介事業（９０５） 

 

 

 



９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事

業に関連するその他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必

要と認める事項 

  意欲ある新規就農者の確保 

・ 農業の魅力をＰＲすることによる新規就農者の確保 

・ 学校教育における農業体験、農家実習などによる児童・生徒の農業・

農村に対する興味や理解の向上 

・ 農業大学校における優れた農業者の育成 

・ 就農希望者に対する技術・経営研修制度の充実など総合的・効果的な

就農支援システムの整備 

・ 農業士・農業経営士・農業機械士などの認定制度による、総合的な経

営能力を備えた農業経営者の育成 

・ 農業大学校や農業改良普及センターにおける研修による農業経営者

としての資質向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

１ 特定事業の名称 

   農業者研修教育施設の長による無料職業紹介事業（９０５） 

 

２ 当該規制の特定措置の適用を受けようとする者 

   長野県農業大学校  農学部 総合農学科、専門技術科、 

果樹実科・研究科、 

野菜花き実科・研究科、 

畜産実科・研究科、 

中信農業実科・研究科、 

南信農業実科・研究科 

              研修部 

 

３ 当該規制の特例措置の適用開始日 

   特区認定後 

 

４ 特定事業の内容 

   事業主体：長野県農業大学校 

   事業区域：農学部 総合農学科、専門技術科、 

果樹実科・研究科、 

野菜花き実科・研究科、 

畜産実科・研究科、 

中信農業実科・研究科、 

南信農業実科・研究科 

 研修部 

   実施期間：通年 

   事業内容：農業大学校での在学生への無料職業斡旋の実施 

      認定後の体制：認定後は、学科主任が企業からの求人票受付担当責任者

として企業との折衝を担当し、担当教授が学生を指導する体

制をとるなど、学生の希望に添った就職あっせんができるよ

う大学校全体での体制づくりに努める。 



５ 当該規制の特例措置の内容 

(1)  当県は、変化に富んだ気候条件と大都市圏に近いという立地条件を生

かして、農業者の高い技術力とたゆまぬ努力により、全国有数の農業県

として発展してきた。 

近年は、収益性の高い作目に特化する傾向が益々強まっており、野菜や

果樹、花きなど園芸作物の生産は全国トップクラスの地位にあり、知恵と

技術を生かした生産性の高い農業が県下各地で営まれている。 

また、稲作や花き、きのこ、畜産部門における経営の法人化や、兼業農

家・高齢農家を含めた多様な農家の参画による集落農業の展開、農産加工

や環境保全型農業などの取り組みも広がりつつある。 

しかし、一方では、農業従事者の高齢化や新規就農者の減少が進むなか

で、農業生産の縮小や遊休荒廃地の増加などがみられ、地域農業としての

安定的な継続が懸念される地域もある。      

このような状況の中、長野県農業大学校では、卒業生の多くが、農業経

営者として自立することを目指しているが、農業経営者としての経験不足

や資金的な問題から、卒業時点では一時的に農業関係企業等に就職し、農

業の現状を見極めるとともに、企業において経営感覚や技術、人脈を育成

する場合が近年増えている。 

  これらの状況を踏まえ、「地方公共団体が、その設定する特区が農業及

び農業に関連する産業に係る労働力の需要の動向に照らしてその需要供

給の円滑な調整に資することが必要な地域に該当するもの」と認められる。 

(2)  長野県農業大学校は、農業改良助長法第１４条第１項第５号に規定され

た農業協同普及事業を実施する農業者研修教育施設であるため、特例措置

の内容１の「農業改良助長法第１４条第１項第５号の事業の遂行のために

設置する農業者研修教育施設であること。」の要件に合致する。 

(3)  長野県農業大学校は、入学要件を「学校教育法による高等学校又は中等

教育学校を卒業した者」又は、「学校教育法第５６条第１項に規定する通常

の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によ

りこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）」及び「学校教育法施行

規則第６９条の規定に該当し、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と

同等以上の学力があると認められた者」としていることから、特例措置の

内容２の要件に合致する。 

 


